
三次市教育委員会議案第１９号  

 

 三次市無形文化財の指定解除について  

 

 三次市文化財保護条例（平成１６年条例第１３２号）第４条第１項の

規定により，三次市無形文化財の指定を解除することについて，次のと

おり議決を求める。  
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